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弊社の概要
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管理サービス提供 （住まいの定期点検ハウスドクター）

2006年

リフォーム専門店マイハウス（長崎県/2006年設立）が、戸建住宅に特化した「住まいの定期点検ハウスドクター」を提供開始。入会金10,000円・年会費
3,980円とした内容で、社内独自で建物検査の仕組みや建物情報管理を行う。

長期優良住宅先導的モデル事業 維持管理・流通等の部 事業採択

長期優良住宅先導的モデル事業の募集に伴い、新築住宅専門業の地域工務店らから「維持管理の仕組み」についての提供要請を受け、同先導的モデ
ル事業に「住まいの定期点検ハウスドクター」を提出し、事業採択をいただく。

2008年

2010年

「住宅維持管理サービスどんどん」の発表 （いえとまち株式会社）

「住まいの定期点検ハウスドクター」をさらに改良して、「どんどん」を発表。工務店（住宅管理会社）が業務に負担なく、活動推進が図れるようなフロー等
の整理をおこない、社会的実験を行っていく中で改良を施した。

2011年

2013年

2014年

全国へサービス展開

九州以外の工務店らのから強い要望により、全国へのサービス供給を開始。2014年現在で約80社の工務店と50社の不動産事業者が本ネットワークに参
加している。

現在に至る

株式会社マイハウスを設立

長崎県長崎市内を主力にリフォーム専門店を設立。
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新築事業のビジネスフロー
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FREEQHOMES
全国100社加盟

弊社は長崎エリアの加盟店

新築商品 長期的な資産をイメージする提案

長期優良住宅を推奨し、認定までの案内

ご成約前

図面・住宅ローン計画書・見積書の他に
将来資産シュミレーション表を公開

（新査定方法による30年後の査定書提出）

引き渡し後

住宅履歴情報登録を必ず行う

有料管理契約を結び、
維持管理のお手伝い

長期優良住宅対応商品

省エネ等級：４
劣化対策等級：３
耐震等級：３

写真：FREEQHOMES LOAFER1.5
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新築事業のビジネスフロー
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参考資料①
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促進ポスター① 促進ポスター② 促進ポスター③

促進を図るポスターやパンフレット等は、工務店らのモデルハウスやショールームに掲示されています
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参考資料①
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維持管理者に必要なこと
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風土と地域性を理解している地域密着工務店が相応しい

インスペクション能力が不可欠

豊富な知識が必要となる（建物・情報・不動産）

自然災害時等に対応できるBCP計画
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維持管理サービスの説明会
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未来のメリットが見えない
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購入時には分かりやすさと優遇性がある

長期優良住宅 性能評価 安心R住宅 瑕疵保険等

登録免許税・固定資産税・住宅ローン減税優遇など

購入後のメリットがない・わからない

資産価値＝売却時にわかる

住宅購入者を悩ませる 長期優良住宅の将来性
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類似している仕組み
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住宅履歴データベースを保有していること

５０年以上のメンテナンスプログラムの保有と実施

新耐震基準（１９８１年施行）レベルの耐震性を保持している

の条件

スムストックと長期優良住宅は類似している

建物の質 メンテナンス
計画

住宅
履歴情報

建物
査定方法
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現状の施策
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良質な住宅の生産 ストック流通建物の維持・管理

住宅性能表示制度

住宅瑕疵担保履行法

長期優良住宅認定制度

住宅履歴蓄積
「いえかるて」

中古住宅評価指標を変える
マニュアル作成

不動産情報
ストックシステム

中古住宅市場活性化ラウンドテーブルにおいて、

１．住宅評価手法の見直し
２．中古住宅に対するファイナンスの見直し
３．土地建物分離表示の可能性

これまで
の論点

このような議論がなされ、
市場活性化に影響を与え、
一定の成果を上げています。

▼現在の住宅価値維持と既存住宅流通促進に対する施策

しかし、各施策の現状は？

良質な住宅生産を即し、住宅履歴蓄積等のインフラ整備を指導
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施策の問題点・課題
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住宅履歴蓄積「いえかるて」長期優良住宅認定制度住宅瑕疵担保履行法

顕在化した
初期不良のみに対応

１０年目以降の
維持点検システムが無い

住宅維持管理法の制定

その為には、一般住宅においても長期サポートをする会社を設立し、
先進国並みの住宅価格を維持する法整備が必要

潜行する長期不良が発見できない
（シロアリ、排水漏れ等）

所有者が維持管理義務（３０年間）と
報告方法を理解できていない

制度利用・普及の遅れ
（新築着工棟数の３０％前後）

制度利用・普及が遅れ
（新築着工棟数の３％前後※）

何を登録すれば良いか分からない
登録された内容の担保が不明

※ハウスメーカー除く

費用を払って登録する
メリットの不在

建物の維持・管理に対する
所有者の認識不足

世代にわたって住み継いでいく住まいでも、建物の維持・管理不足で資産価値が低下
生産・流通の仕組みを活かすには、「建物の維持・管理」が重要

△ × ×
新築着工戸数の11.3%
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維持管理業者登録制度設立について
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希望するオーナーすべてに無料点検を行う

●５年毎に定期点検を行う⇒最長５０年間

●入居者の問合せ対応する２４Ｈコールセンターを持つ

●緊急な補修依頼/リフォーム依頼にも対応できる

●点検後の維持修繕項目を提案/施工できる

●それらを履歴として記録できる

○売却時に適正な査定と仲介行う

一般の戸建住宅をスムストックのように長持ちさせ長期的に価値の有るものにするには？

一般住宅に定期点検・修繕義務付け(家検制度） 個人資産への国の介入!

では、誰が４の案を実行するのか？

全ての工務店に定期点検・修繕を義務付ける 工務店の体力不足!

×不可
希望するオーナーに有料の定期点検･修繕を行う 僅かに業者が居るが浸透せず △

１

２

３

○４ 定期点検“当たり前”⇒早期修繕・長期維持が可能!

（マンションの長期修繕計画と同様） ◎

×不可

中古流通市場
の活性化

住宅業界における新しいビジネスモデル
住宅維持管理業者

☆ハウスメーカーにおける
リフォーム取得ビジネスモデルを一般住宅に適応！

☆無料長期維持点検制度により、一般住宅のスムストック化が可能！
☆一般住宅も建物価格つきで販売可能

マンション賃貸業界には存在。
一般戸建には無い！
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住宅維持管理法の仕組み
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住宅維持管理法の仕組み
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住生活基本法視点の抜粋
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[2] 制度のさらなる普及促進のためのインセンティブを実現するために

新査定マニュアル運用の徹底強化

長期優良住宅認定の出口メリットを明確に伝える

維持管理の記録を公的な情報にする

金融商品充実と金融機関への徹底

住宅は”金融資産”であること

そのためには

住宅維持管理業者の登録制度を制定して、
建物品質と情報の正確性を高めることが必須
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